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半田市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱  

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号。以下「法」

という。）第４条第１項に基づき生活困窮者自立相談支援事業（以下「本事業」と

いう。）を実施するにあたり、法、生活困窮者自立支援法施行令（平成２７年政令

第４０号）及び生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１

６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（実施方法等） 

第２条  本事業の実施方法等は、この要綱に定めるもののほか、自立相談支援事

業の手引き（平成２７年３月６日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）

及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル（平成２７年３月２７

日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）に定めるものとする。 

（支援対象者） 

第３条  本事業の支援対象者は、法第３条第１項に規定する生活困窮者であって、

市内に居住地を有し、本事業の支援を受けることが必要と市長が認めるものとす

る。 

（相談支援員の配置） 

第４条  本事業を適切に運営するため、福祉部生活援護課に主任相談支援員及

び相談支援員を配置する。 

（その他） 

第５条  この要綱に定めるもののほか、本事業の実施にあたり必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

附  則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附  則  

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 

 


